
　いすみ市社会福祉協議会では、生活・仕事・健康・家族・将来など様々な理由で生活上の悩
みを抱えている方や経済的に困っている方の相談を行っています。事情によりお越しいただけ
ない方は、ご自宅へ訪問させていただきます。秘密厳守で、相談は無料です。

　災害ボランティアセンターとは、災害時に被災地でのボランティア活動を円滑に進めるために設置さ
れる拠点です。いすみ市内で災害による甚大な被害が発生した場合には、行政からの要請を受け、いす
み市社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを開設します。
　災害時には、多くのボランティアが被災地へ支援に駆けつけますが、そうしたボランティアの受け入
れと、被災した市民からの要望をマッチングし、支援活動を行います。

　近年、台風や地震等の自然災害の発生により被害を受ける機会が増えています。被災されたご家庭で
は住家や敷地内の後片付け等対処に追われ、被災前の生活状態を取り戻すには時間がかかります。
　このような状況下でボランティアとして、生活再建のお手伝いをしていただく方はとても重要です
が、現在いすみ市のボランティアは人手が不足しています。
　事前に登録していただける方を募集しておりますので、自分の地域を守りたい
という方や趣旨にご賛同いただける方は、ぜひご登録いただきますよう、よろし
くお願いいたします。
【募集について】 ・募集期間は決まっておらず、随時行っております。
　　　　　　　　 ・人数に定員はありません。
【問合せ・連絡先】 いすみ市社会福祉協議会　☎87－8857

いすみ市社会福祉協議会　自立生活相談支援センター
電話 87－8857 FAX 80－3036　メール info@isumishakyo.jp

災害時の活動支援ボランティアに登録しませんか

災害ボランティアセンター

自立生活相談支援センターで相談を受けています

○開設時間　８時30分から17時15分まで（月曜日から金曜日まで）
○開設場所　岬ふれあい会館（いすみ市岬町東中滝720番地1）

リストラされた。
家のローンどうしよう。仕事 母親の介護が必要に。

今後の生活は…。家族

息子が引きこもりに。
私達も高齢だし…。将来

家族の医療費が
払えるか心配。健康

お金も食べ物も
無くなりそう…。生活

ご存じですか

（1）

第58号
発行年月日

令和6年11月1日

発　　行
いすみ市社会福祉協議会
TEL 0470-87-8857



匿　名

一般寄附　令和6年10月16日現在（敬称省略・順不同）
5,000円

匿　名 3,000円

元中根小学校職員「中根会」 16,005円

匿　名 2,881円
福昌寺 4,790円

ふれあいショップ源氏 37,521円
せんどう大原岬店 4,478円

大場　和芳 新米60㎏、
シーチキン缶詰60缶

皆様より寄せられましたご寄附は、福祉の充実のために役立たせていただきます。

　「ふれあいサロン」は、地域に住んでいる方が気軽につどい、内容を決め、ともに
運営していく楽しい仲間づくりの活動です。
　そこに行けば誰かがいる。誰かと話ができる。そのために外出する気力が生じ、生
活のメリハリができる。つまり、その人の暮らしを支える魅力ある活動ができます。

〇運営費等の一部助成、参加者やボランティアの保険、サロンの立ち上げ・運営に必要な情
報提供、幟旗の支給などを行います。
〇助成内容　　運営費：年間12回までとし、上限24,000円とする。
　　　　　　　開設準備費（初年度のみ）：10,000円

「ふれあいサロンをやってみたい！」とお考えの方は
いすみ市社協までお気軽にご連絡ください。サロンの
詳しい内容については、いすみ市社会福祉協議会の
ホームページをご覧ください。（P４にアドレス掲載）

【運　　営】　参加者が居住している地域の町内会、ボランティア団体、自主的グループ
など

【活動内容】　参加者が無理なく楽しめる活動
　　　　　　 （茶話会、食事会、ゲーム、歌、体操など、参加者とボランティアで相談

して決めます）
【参加人数】　概ね５名以上
【回　　数】　原則月１回以上の開催で年間10回以上、１回概ね２時間以上
【開催場所】　公民館、集会所、個人宅など
【費　　用】　実費負担、お茶・お菓子の持ち寄りなど
　　　　　　　（費用を参加者全員で負担し合うことが基本です）

いすみ市社協は、ふれあいサロン活動を応援します！

あたたかい善意ありがとうございました

ふれあいサロンの 容内

「ふれあいサロン」を始めてみませんか
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問合せ先　☎87－8857

問合せ先　☎87－8857

　「フードバンク」とは、まだ食べることができるのに、さまざまな理由で廃棄されてしまう
食品を企業や家庭などから引き取り、食べ物を必要としている方々へ無償で届ける活動です。
※いすみ市社会福祉協議会では「フードバンクちば」の主催する「フードドライブ」に協力し
ています。

　子供が好きな方、子育て経験のある方、夕方まで働ける方等
の募集をお待ちしております。
　学生さん（未成年を除く）の、学校がお休みの間のみの勤務
も可能です。
　詳しくは、お気軽にお問合せください。

フードバンクにご協力をお願いいたします。

フードドライブ期間中に食品を受け付けておりますので、社会福祉協議会にお届けください。
５月中旬から６月末　・　９月中旬から10月末　・　１月中旬から２月末

□ 穀類（お米・麺類等）
□ 保存食品（缶詰・瓶詰等）
□ インスタント・レトルト食品
□ 乾物（のり・豆等）
□ 菓子類
□ 飲料（ジュース・お茶等）
□ 調味料各種、食用油
□ ギフトパック（お歳暮・お中元等）

寄付いただきたい食品 注意いただきたい点
①賞味期限が明記され、かつ2ヶ月以上
　あるもの
②常温で保存が可能なもの
③未開封であるもの
④破損で中身が出ていないもの
⑤お米は前年度産（今回は令和５年と６年度）
　まで、玄米可
⑥生野菜や魚類、肉類等の生鮮食品、
　アルコール類は受け付けておりません。

〈支援者〉
企業・個人 等

〈取次ぎ〉
フードバンクちば

〈受益者〉
福祉施設・団体、生活困窮者 等

寄付・寄贈 無償で提供

学童保育で働きませんか 学生さん
も
歓迎！

ご家庭に眠っている
食品大募集！

【食品の流れ】
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この広報紙は、共同募金の配分金によって年3回（4・7・11月）発行しています。
いすみ市社会福祉協議会のホームページ　http://www.isumishakyo.jp/

●地区社会福祉協議会への支援　　　　●ボランティア活動の支援　　　　●ふれあいサロン事業
●心配ごと相談所の開設　　　　　　　●老人クラブの活動支援　　　　　●福祉大会の開催　
●放課後児童クラブ運営　　　　　　　●福祉用具の貸出　　　　　　　　●福祉資金貸付　
●災害ボランティアセンター運営　　　●法人後見事業
●日常生活自立支援事業（すまいる） 　●生活困窮者自立相談支援事業

【地域福祉事業】

●訪問介護事業（ホームヘルパー派遣）　●居宅介護支援事業（ケアマネジメント）
●緩和型訪問介護事業（要支援者対象　　●緩和型通所事業（要支援者対象
　簡易・短時間のホームヘルパー派遣）　短時間のデイサービス）　

【介護事業】

社会福祉協議会は、住民主体による民間の福祉団体として、地域における福祉活動の推進事業をはじ
め、高齢者や障害者の援護活動、ボランティアの育成、福祉教育の普及等各種事業を展開しております。
本会の運営は、市からの補助金、会費、共同募金の配分金、寄附金等で運営しており、なかでも会費は、
重要な自主財源となります。
例年７月に会費のお願いをしておりましたが、令和４年度より10月の赤い羽根共同募金・歳末たすけ
あい募金の時期に合わせてお願いしております。本会活動の趣旨をご理解、ご賛同のうえ、会員として
地域の福祉活動推進にご協力くださるようお願いいたします。

〇一般会費〈一口〉 600円 一般世帯の皆様には区長、自治会長、地区長を
通じてお願いしております

〇賛助会費〈一口〉 1,000円 本会の活動に積極的にご賛助くださる方にお願い
しております

〇特別会費〈一口〉 3,000円 本会の活動にご賛助くださる企業や商店、団体に
お願いしております

会
費
の
種
類

令和６年度いすみ市社会福祉協議会会費及び
赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金にご協力を

今年も10月１日から全国一斉にスタートしています。
お寄せいただいた募金は、一度全額を千葉県共同募金会へ送金し、
翌年度に千葉県共同募金会を通じて県内の社会福祉施設・団体、
いすみ市社会福祉協議会に助成され、福祉の推進に役立てられます。
皆様のあたたかいご協力をお願いいたします。

社会福祉協議会の主な事業

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金
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